
令 和 ６ 年 ８ 月 2 9 日  

生徒・保護者の皆さま 

大阪府立今宮工科高等学校  

（ 定 時 制 の 課 程 ）  

准 校 長  西 尾  典 之  

 

台風接近に伴う警報時の臨時休業について 

 

 日頃から、本校教育活動に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 台風 10号の接近に伴い、警報の発令が予想されます。本校では下記のとおり臨時休業を

定めておりますのでお知らせするとともに、警報等が発令されましたら身の安全を第一に

考え、各地域の指示により行動いただきますようお願いします。 

 

記 

 

○ 臨時休業（入学時に配付しています「学校生活の手引き」より） 

１．台風接近などの気象状況による場合 

  ①  午後４時現在、大阪府下に「暴風警報」あるいは「特別警報」が発令中の

場合は、臨時休業とします。 

  ②  午後４時以降に「暴風警報」あるいは「特別警報」が発令された場合は、

学校長が判断した時点で、授業等を打ち切り、下校を指示します。 

  ③  「大雨警報」・「洪水警報」・「波浪警報」が発令されていても、臨時休校に

はなりません。 

   ※特別警報は、大雨特別警報、大雪特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報 

波浪特別警報、高潮特別警報が該当します。 

２．公共交通機関が途絶している場合 

     午後４時現在、次に挙げる公共交通機関のうち、いずれかが災害・ストライキ

等により途絶している場合は、臨時休業とします。 

JR西日本(大阪環状線・大和路線・阪和線) 

南海電鉄 

         大阪メトロ(地下鉄・ニュートラム) 

         大阪シティバス 

     ただし、事故等による一時的な不通は除きます。 

 

 【問合せ先】 

府立今宮工科高等学校 定時制の課程 

教頭 小早川 弘樹 

Tel:06-6631-0055 


